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平成２２年３月２６日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道規則第１８号

児童福祉法施行細則の一部を改正する規則

児童福祉法施行細則（昭和３２年北海道規則第１２８号）の一部を次のように改正する。

第１３条第１項中「第３６条の３７」を「第３６条の４１」に改める。

第１３条の２中「第３６条の３９第１項」を「第３６条の４３第１項」に、「第３６条の４０第１項第１

号」を「第３６条の４４第１項第１号」に改める。

第１３条の２の２中「第３６条の４２」を「第３６条の４６」に改める。

第１３条の２の３中「第３６条の３９第２項」を「第３６条の４３第２項」に改める。

第１３条の３第１項中「第１条の３２第２項第１号」を「第１条の３３第２項第１号」に改める。

第１３条の３の２第１項中「第３６条の３９第１項各号」を「第３６条の４３第１項各号」に改める。

第１３条の３の３第１項中「第３６条の３６各号」を「第３６条の４０各号」に改める。

第１３条の２０の次に次の３条を加える。

（家庭的保育事業の開始の届出）

第１３条の２１ 法第３４条の１４第１項の規定による家庭的保育事業の開始の届出は、別記第１７号

様式の１４によってしなければならない。

（家庭的保育事業の変更の届出）

第１３条の２２ 法第３４条の１４第２項の規定による家庭的保育事業の変更の届出は、別記第１７号

様式の１５によってしなければならない。

（家庭的保育事業の廃止等の届出）

第１３条の２３ 法第３４条の１４第３項の規定による家庭的保育事業の廃止又は休止の届出は、別

記第１７号様式の１６によってしなければならない。

別記第１６号様式中「第３６条の３７」を「第３６条の４１」に改める。

別記第１６号様式の２中「第３６条の３９」を「第３６条の４３」に、「第３６条の４０」を「第３６条の
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４４」に改める。
別記第１６号様式の３中「第３６条の４２」を「第３６条の４６」に改める。
別記第１６号様式の４中「第３６条の３９第２項」を「第３６条の４３第２項」に改める。
別記第１７号様式の２を次のように改める。
別記第１７号様式の２ 削除
別記第１７号様式の１３の次に次の３様式を加える。
別記第１７号様式の１４（第１３条の２１関係）

家庭的保育事業開始届
年 月 日

北海道知事 様

届出者
市 町 村 名
代表者の氏名 印

次のとおり家庭的保育事業を開始しますので、児童福祉法第３４条の１４第１項の規定に
より届け出ます。
１ 事業
� 種類
� 提供する便宜等の内容
２ 経営の責任者及び福祉の実務に当たる幹部職員の氏名及び経歴

職 種 氏 名 経 歴

３ 家庭的保育者の氏名、経歴及び住所

氏 名 経 歴 住 所

４ 家庭的保育事業の用に供する施設
� 名 称
� 種 類
� 所 在 地
� 利 用 定 員

５ 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面 別紙のとおり
６ 事業開始の予定年月日
７ 収支予算書及び事業計画書 別紙のとおり
別記第１７号様式の１５（第１３条の２２関係）

家庭的保育事業変更届
年 月 日

北海道知事 様

届出者
市 町 村 名
代表者の氏名 印

次のとおり児童福祉法第３４条の１４第１項の規定により届け出た家庭的保育事業を変更
しましたので、同条第２項の規定により届け出ます。
１ 事業
� 種類
� 提供する便宜等の内容
２ 経営の責任者及び福祉の実務に当たる幹部職員の氏名及び経歴

職 種 氏 名 経 歴

３ 家庭的保育者の氏名、経歴及び住所

氏 名 経 歴 住 所

４ 家庭的保育事業の用に供する施設
� 名 称
� 種 類
� 所 在 地
� 利 用 定 員
５ 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面 別紙のとおり
６ 変更年月日
７ 収支予算書及び事業計画書 別紙のとおり
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注 変更になる部分のみ記入すること。
別記第１７号様式の１６（第１３条の２３関係）

家庭的保育事業廃止（休止）届
年 月 日

北海道知事 様

届出者
市 町 村 名
代表者の氏名 印

次のとおり家庭的保育事業を廃止（休止）しますので、児童福祉法第３４条の１４第３項
の規定により届け出ます。

１ 廃止（休止）予定年月日

２ 廃止（休止）の理由

３ 現に保育を受けている乳幼児に対する措置

４ 休止の予定期間

附 則

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。
２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の児童福祉法施行細則の規定に基づいて
作成されている用紙がある場合においては、改正後の児童福祉法施行細則の規定にかかわ
らず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

北海道児童福祉施設費用徴収規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２２年３月２６日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第１９号

北海道児童福祉施設費用徴収規則の一部を改正する規則
北海道児童福祉施設費用徴収規則（昭和６２年北海道規則第１８号）の一部を次のように改正
する。
別表第２末尾欄外注１の事項中「第３１４条の７第１項第１号及び第２項」を「第３１４条の

７」に改め、同注２の事項中「第７８条第２項第１号、第９２条第１項及び」を「第７８条第１項
及び第２項各号（第２号及び第３号にあっては、地方税法第３１４条の７第１項第２号に掲げ
る寄附金に適用する場合に限る。）、第９２条第１項並びに」に、「第４１条の１９の３第１項」
を「第４１条の１９の５第１項」に改め、同注１０の事項を同注１１の事項とし、同注９の事項を同
注１０の事項とし、同注８の事項を同注９の事項とし、同注７の事項の次に次の１事項を加え
る。
８ 小規模住居型児童養育事業所若しくは里親に委託されている児童又は母子生活支援施
設に入所している児童が児童自立支援施設通所部又は情緒障害児短期治療施設通所部へ
通所する場合における徴収金の額は、この表の規定にかかわらず、０円とする。
附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

北海道農業改良資金等貸付規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２２年３月２６日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第２０号

北海道農業改良資金等貸付規則の一部を改正する規則
北海道農業改良資金等貸付規則（平成１４年北海道規則第９６号）の一部を次のように改正す
る。
第１条中「農業者等及び」を「農業者等、」に、「への農業改良資金」を「及び製造事業
者等（米穀の新用途への利用の促進に関する法律（平成２１年法律第２５号。以下「米穀新用途
利用促進法」という。）第２条第４項に規定する製造事業者及び同条第６項に規定する促進
事業者をいう。以下同じ。）への農業改良資金」に改める。
第２条第１項に次の１号を加える。
	 米穀新用途利用促進法第４条第１項に規定する生産製造連携事業計画の認定を受けた
米穀新用途利用促進法第２条第３項に規定する生産者及び同計画の認定を受けた同条第
６項に規定する促進事業者のうち同項第２号の特定畜産物等の生産の事業を行うもの
（同計画に従って、同条第７項第２号イ又はハに掲げる措置を実施する場合に限る。）
第２条に次の１項を加える。
３ 農業改良資金の貸付対象となる製造事業者等は、米穀新用途利用促進法第８条第１項に
規定する認定製造事業者等（以下「認定製造事業者等」といい、当該認定製造事業者等が
米穀新用途利用促進法第２条第４項に規定する事業協同組合等又は同条第６項に規定する
促進事業協同組合等である場合には、その直接又は間接の構成員を含む。）（米穀新用途
利用促進法第４条第２項第３号に規定する農業改良支援措置（以下「農業改良支援措置」
という。）を行うものに限る。）とする。
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第３条第１項中「及び第５条」を「、第５条」に改め、「必要な資金」の次に「及び第５
条の認定を受けた認定製造事業者等が当該認定に係る農業改良支援措置を実施するのに必要
な資金」を加え、同項ただし書を削り、同条第２項中「又は一の認定中小企業者」を「、一
の認定中小企業者又は一の認定製造事業者等」に改め、同項ただし書中「前条第１項第１号、
第６号及び第７号並びに第２項に掲げるもの以外の」を「前条第１項第２号から第４号に掲
げる」に改め、同条第３項ただし書中「前条第１項第５号及び第７号」を「前条第１項第５
号、第７号及び第８号並びに第３項」に改める。
第４条に次の１項を加える。
３ 貸付資格の認定を受けようとする認定製造事業者等は、第１項の申請書に米穀新用途利
用促進法第５条第３項に規定する認定生産製造連携事業計画の写しを添えて、貸付けを受
けようとする日の６０日前までに、当該認定製造事業者等が農業改良資金の貸付けを希望す
る融資機関を経由して知事に提出するものとする。
別記第１号様式中
「

申 請 者

１ 農業経営改善計画等の認定を受けた農業者（規則第２条第１
項第１号） □

２ 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律第５条
第１項の認定農業者（規則第２条第１項第５号） □

３ 農商工等連携事業計画の認定を受けた農業者等（規則第２条
第１項第６号） □

４ 生産製造連携事業計画の認定を受けた農業者等（規則第２条
第１項第７号） □

５ 上記以外の農業者等 □
６ 認定中小企業者（規則第２条第２項） □

」
を
「

申 請 者

１ 農業経営改善計画等の認定を受けた農業者（規則第２条第１
項第１号） □

２ 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律第５条
第１項の認定農業者（規則第２条第１項第５号） □

３ 農商工等連携事業計画の認定を受けた農業者等（規則第２条
第１項第６号） □

４ 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促
進に関する法律による生産製造連携事業計画の認定を受けた農
業者等（規則第２条第１項第７号） □

５ 米穀の新用途への利用の促進に関する法律による生産製造連
携事業計画の認定を受けた農業者等（規則第２条第１項第８
号） □

６ 上記以外の農業者等 □

７ 認定中小企業者（規則第２条第２項） □
８ 認定製造事業者等（規則第２条第３項） □

」
に改め、同様式末尾欄外注の事項中「（認定中小企業者」の次に「及び認定製造事業者等」

を、「写しを」の次に「、認定製造事業者等は同別添及び生産製造連携事業計画の写しを」

を加え、同様式（別添）を次のように改める。

（別添）

農業改良資金貸付資格認定申請書別添（認定中小企業者及び認定製造事業者等用）

１ 認定中小企業者又は認定製造事業者等の資金計画等

� 資金計画

総事業費
資金調達区分

農業改良資金 自己資金 その他

千円 千円 千円 千円

注 借受けが共同の場合には、借受者別明細表を添付すること。

� 償還計画

償還期間 年 据置期間 年 借入希望年月 年 月

元金償還方法 元金均等 元金償還期日 月末日 最終償還期日 年 月末日

第１回目の償還額 千円 第２回目以降の償還額 千円

２ 認定中小企業者又は認定製造事業者等による農業改良措置の支援内容

� 認定中小企業者又は認定製造事業者等による農業改良措置の支援概要

ア 農業改良措置を支援するための措置の内容

イ 支援によって改善される農業者等の農業経営の概要

区 分 具体的作物家畜名等

□新農業部門の経営の開始
□新加工事業の経営の開始
□農畜産物の生産方式の導入
□農畜産物の販売方式の導入
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□農畜産物の加工品の生産方式
の導入
□農畜産物の加工品の販売方式
の導入

注１ 区分欄は、該当する選択肢に□
を記すこと。
２ 具体的作物家畜名等欄には、農業改良措置（農業経営の改善）の内容が明
確になるように記載すること。

� 計画期間
年 月 日 ～ 年 月 日

� 連携先の農業者等の氏名及び居住地

氏 名 住 所

� 農業改良資金の借入れにより設置する施設
ア 連携先の農業者等の農業経営に必要な施設の設置

設置年度 施設等の規模・能力等 事業費 設置効果（作業の効率化等）

�（台） 千円

施設等の設置場所

□認定中小企業者又は認定製造事業者等の倉庫等に設置・保管
□農業者等のほ場に設置 □農業者等の倉庫等に設置・保管
□その他（ ）

注１ 施設の設置は連携先の農業者等のために行うものとすること。
２ 導入施設が複数ある場合は施設ごとに記入すること。
３ 導入施設に関する見積書、設置場所の見取図等を添付すること。
４ 施設等の設置場所については、該当する選択肢に□
を記すこと。
なお、その他の場合には具体的に記入すること。

イ 農業改良措置を支援するための加工施設の改良、造成又は取得

設置年度 加工施設等の規模・能力等 事業費 農畜産物等の加工内容

�（台） 千円

注１ 施設の設置は連携先の農業者等のために行うものとすること。
２ 導入施設が複数ある場合は施設ごとに記入すること。
３ 導入施設に関する見積書、設置場所の見取図等を添付すること。
４ 当該加工施設の取得等は、認定中小企業者に限る。

ウ 農業改良措置を支援するための販売施設の改良、造成又は取得

設置年度 販売施設等の規模・能力等 事業費 農畜産物等の販売内容

�（台） 千円

注１ 施設の設置は連携先の農業者等のために行うものとすること。
２ 導入施設が複数ある場合は施設ごとに記入すること。
３ 導入施設に関する見積書、設置場所の見取図等を添付すること。
４ 当該販売施設の取得等は、認定中小企業者に限る。

� 連携先の農業者等から調達する農畜産物等の調達計画



年 度 農畜産物
等の種類

農業者等の氏名
（新規・拡充）

新規又は拡
充量（トン）

調達割合
（％） 備 考

初年度（ 年度）
（新規・拡充）

２年目（ 年度）
（新規・拡充）

３年目（ 年度）
（新規・拡充）

４年目（ 年度）
（新規・拡充）

５年目（ 年度）
（新規・拡充）

最終年度
（ 年度） （新規・拡充）

連携する農業者等が生産する農畜 年 月 日 ～
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産物等の引受けに係る契約期間 年 月 日

注１ 連携先の農業者等との関係については、新規又は拡充に○を付けること。

２ 農商工等連携事業を契機に、連携先の農業者等が新規に、又は拡大して農畜

産物等を生産する場合には、認定中小企業者は、その新規に、又は拡大して生

産された農畜産物等をすべて引き受けること。

３ 認定中小企業者が使用する加工施設又は販売施設の取得等を行う場合は、連

携先の農業者等と最低５年以上の契約を締結し、安定的な取引関係を継続する

こと。

４ 認定中小企業者が施設を使用する場合において、連携先の農業者等からの農

畜産物等のみでは商品の生産等を行うことができない場合にあっては、連携先

の農業者等から調達する農畜産物等と同種の農畜産物等を他から調達すること

もできるが、その際には、この農畜産物等全体の調達量に占める、連携先の農

業者等からの当該農畜産物等の調達割合は少なくともおおむね５０パーセントを

超えること。

５ 添付書類で当該調達計画記載事項が把握可能である場合には、その旨を記載

すれば足りる。

別記第７号様式北海道農業改良資金借用証書特約条項第１条第５号中「会社整理」を「特

別清算」に改める。

別記第８号様式の１の事項注３の事項中「認定中小企業者」の次に「又は認定製造事業者

等」を加え、「�のイ」を「�」に改める。
別記第１１号様式中「又は認定中小企業者」を「、認定中小企業者又は認定製造事業者等」

に改める。

別記第１５号様式中「又は認定中小企業者」を「、認定中小企業者又は認定製造事業者等」

に改め、「（認定中小企業者」の次に「又は認定製造事業者等」を加え、「�のイ」を
「�」に改める。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則による改正前の北海道農業改良資金等貸付規則（以下「改正前の規則」とい

う。）の規定に基づき貸付けされた農業改良資金については、なお従前の例による。

３ この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合

においては、この規則による改正後の北海道農業改良資金等貸付規則の規定にかかわらず、

当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

北海道漁業近代化資金利子補給規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２２年３月２６日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第２１号

北海道漁業近代化資金利子補給規則の一部を改正する規則
北海道漁業近代化資金利子補給規則（昭和４４年北海道規則第９３号）の一部を次のように改
正する。
第２条第２項の表中「（漁船の原動機又は原動機により発生する電力を動力源とする設備
（省エネルギーに資するものとして知事が定めるものに限る。以下「省エネルギー型設備」
という。）であって、総トン数１０トン以上の漁船に固定されるものの取得又は改造に必要な
資金にあっては１．５５パーセント）」及び「（省エネルギー型設備であって、総トン数３０トン
未満の漁船に固定されるものの取得又は改造に必要な資金にあっては１．５５パーセント）」を
削る。

附 則

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。
２ この規則による改正後の北海道漁業近代化資金利子補給規則の規定は、この規則の施行
の日以後に知事が利子補給を承認した漁業近代化資金について適用し、同日前に知事が利
子補給を承認した漁業近代化資金については、なお従前の例による。

告 示

北海道告示第２２８号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１５条の１７第１項の規定に
より、次のとおり指定区域として指定する。
平成２２年３月２６日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指 定 番 号 第６６号
� 指定の区域 河東郡鹿追町美蔓西１９線２３番５の一部、２３番６の一部、２３番１３の一

部及び２３番１８の一部
� 埋立地の区分 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００号。

以下「政令」という。）第１３条の２第３号イ及び廃棄物の処理及び清
掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令第３５号）第１２条の３１第２
号

２� 指 定 番 号 第６７号
� 指定の区域 白糠郡白糠町庶路３９番１の一部
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� 埋立地の区分 政令第１３条の２第１号
３� 指 定 番 号 第６８号
� 指定の区域 白糠郡白糠町庶路３９番１の一部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第１号

北海道告示第２２９号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
平成２２年３月２６日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 保安林予定森林の所在場所 函館市双見町４の１（次の図に示す部分に限る。）、

２６６の４
� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所 函館市汐首町４１９（次の図に示す部分に限る。）
� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所 白老郡白老町字竹浦８４２（次の図に示す部分に限
る。）

� 指 定 の 目 的 水源のかん養
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を関係支庁産業振興
部林務課並びに函館市役所及び白老町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２３０号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第２項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
平成２２年３月２６日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林予定森林の所在場所 函館市木直町２２１の４（次の図に示す部分に限る。）、

２２１の５
２ 指 定 の 目 的 落石の危険の防止
３ 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道渡島支庁産
業振興部林務課及び函館市役所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２３１号

農林水産大臣から、次のように保安林を指定する予定である旨、森林法（昭和２６年法律第
２４９号）第２９条の規定による通知があった。

平成２２年３月２６日
北海道知事 高 橋 はるみ

１� 保安林予定森林の所在場所 檜山郡江差町字桧岱２８４
� 指 定 の 目 的 水源のかん養
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
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字桧岱２８４（次の図に示す部分に限る。）
� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所 美唄市字滝の沢２２９４の１地先・字滝の沢原野２３００の２
地先（以上２筆地先国有林。次の図に示す部分に限
る。）、２３００の１・２３００の２・２３０２の１・２３０２の３・
２５２０の１・２５２０の２（以上６筆について次の図に示す部
分に限る。）、２５２１、字美唄２２９５の１（次の図に示す部
分に限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所 中川郡美深町字清水３２９（次の図に示す部分に限
る。）

� 指 定 の 目 的 水源のかん養
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐に係る伐採種は、定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課並びに美唄市役所及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２３２号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和２６年

法律第２４９号）第２９条の規定による通知があった。
平成２２年３月２６日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 解除予定保安林の所在場所 余市郡余市町（国有林。次の図に示す部分に限

る。）
� 保安林として指定された目的 水源のかん養
� 解 除 の 理 由 道路用地とするため
２� 解除予定保安林の所在場所 奥尻郡奥尻町字赤石５２８の１（次の図に示す部分に

限る。）
� 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
� 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課及び関係町役場に備
え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２３３号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成２２年３月２６日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

日高郡新ひだか町（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 水源のかん養
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 次の森林については、主伐は、択伐による。
新ひだか町（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道日高支庁産
業振興部林務課及び新ひだか町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２３４号
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森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
平成２２年３月２６日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件の変更に係る保
安林の所在場所

日高郡新ひだか町（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 次の森林については、主伐は、択伐による。
新ひだか町（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道日高支庁産
業振興部林務課及び新ひだか町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２３５号

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第１１条第１項ただし書の規定により、次のとおり土
地に立ち入る旨、通知があった。
平成２２年３月２６日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 起業者の名称 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
２ 事 業 の 種 類 北海道新幹線建設工事及び附帯工事
３ 立ち入ろうとす
る土地の区域

松前郡福島町字館崎
上磯郡知内町字湯ノ里、字重内、字中ノ川及び字森越
上磯郡木古内町字建川、字鶴岡、字新道、字本町、字木古内、字大
平、字札苅、字幸連、字橋呉及び字亀川
北斗市茂辺地、茂辺地市ノ渡、柳沢、三好、水無、桜岱、添山、押
上、大工川、中野、清川、千代田、清水川、開発、白川、稲里、市渡
及び村山
亀田郡七飯町字鶴野、字飯田町、字桜町及び字緑町

４ 立 入 期 間 平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで

北海道告示第２３６号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日か
ら２週間、一般の縦覧に供する。
平成２２年３月２６日

北海道知事 高 橋 はるみ
路 線 名 及 び 縦 覧 場 所 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 夕 張 岩 見 沢 線 岩見沢市毛陽町４７９番地先から同市毛陽町４７０番１地先まで 平成２２．４．１
北 海 道 札 幌 土 木 現 業 所 岩見沢市毛陽町４６５番１地先から同市毛陽町４１９番１地先まで 同
道道 江 別 恵 庭 線 恵庭市戸磯５９２番２地先から同市戸磯５８１番４１地先まで 平成２２．３．２６
北 海 道 札 幌 土 木 現 業 所
道道 東 雁 来 江 別 線 江別市大麻２１７番６地先から同市大麻２１７番１地先まで 同
北 海 道 札 幌 土 木 現 業 所
道道 大 沼 公 園 鹿 部 線 亀田郡七飯町字大沼町５９７番地先から同郡七飯町字大沼町５７５番１地先まで 同
北 海 道 函 館 土 木 現 業 所
道道 小 黒 部 鰔 川 線 檜山郡江差町字中網町２１番１地先から同郡江差町字中網町３４１番地先まで 同
北 海 道 函 館 土 木 現 業 所
道道 赤 川 函 館 線 函館市赤川町１０９番１地先から同市赤川町１０５番５地先まで 同
北 海 道 函 館 土 木 現 業 所 函館市赤川町１０１番１地先から同市赤川町９９番１地先まで 同
道道 上 磯 厚 沢 部 線 檜山郡厚沢部町館町７１番３地先から同郡厚沢部町館町９６番５地先まで 同
北 海 道 函 館 土 木 現 業 所
道道 乙 部 港 線 爾志郡乙部町字緑町１番地先から同郡乙部町字緑町１１９番１地先まで 同
北 海 道 函 館 土 木 現 業 所
道道 鷹 栖 江 丹 別 線 上川郡鷹栖町２３４０番３地先から同郡鷹栖町５６５６番１地先まで 同
北 海 道 旭 川 土 木 現 業 所
道道 瑞穂旭川停車場線 旭川市東旭川町瑞穂１５４０番３地先から同市東旭川町米原４７０番１地先まで 平成２２．３．３０
北 海 道 旭 川 土 木 現 業 所 旭川市東旭川町倉沼４２番３４地先から同市東旭川町倉沼４７番７地先（河川敷

地）まで
同

道道 上 雨 紛 台 場 線 旭川市神居町共栄１０９３番１地先から同市神居町共栄１０９２番１地先まで 平成２２．３．２６
北 海 道 旭 川 土 木 現 業 所 旭川市神居町台場２０番１０地先から同市神居町富岡４２１番１地先（河川敷

地）まで
同

道道 士 別 滝 の 上 線 士別市朝日町字登和里国有林上川北部森林計画区２０６３林班た小班地先から
同市朝日町字登和里国有林上川北部森林計画区２０６４林班ち小班地先まで

同
北 海 道 旭 川 土 木 現 業 所
道道 天 人 峡 美 瑛 線 上川郡美瑛町国有林上川南部森林計画区３５１林班い小班地先から同郡美瑛

町国有林上川南部森林計画区３５２林班い小班地先まで
同

北 海 道 旭 川 土 木 現 業 所
上川郡美瑛町字横牛７１０番６３地先から同郡美瑛町字横牛７１０番１８６地先まで 同

道道 鷹栖東鷹栖比布線 上川郡比布町２６２４番１０地先から同郡比布町２６２３番６地先まで 同
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北 海 道 旭 川 土 木 現 業 所
道道 上富良野旭中富良野線 空知郡上富良野町３０９３番９地先から同郡上富良野町１０１６番１地先まで 平成２２．３．２６
北 海 道 旭 川 土 木 現 業 所 空知郡中富良野町字富良野原野２４９番９地先から同郡中富良野町字富良野

原野１２５番２１地先まで
同

道道 美 沢 上 富 良 野 線 空知郡上富良野町３７４６番７地先から同郡上富良野町１９５５番２５地先まで 同
北 海 道 旭 川 土 木 現 業 所
道道 麓郷山部停車場線 富良野市東京大学北海道演習林３０林班ｃ小班地先から同市東京大学北海道

演習林３０林班ｃ小班地先まで
同

北 海 道 旭 川 土 木 現 業 所
富良野市東京大学北海道演習林３０林班ｃ小班地先から同市７２７９番１地先ま
で

同

道道 ベベルイ中富良野停車場線 空知郡中富良野町字中富良野７６２８番２地先から同郡中富良野町字中富良野
７５９０番１地先まで

同
北 海 道 旭 川 土 木 現 業 所
道道 奈 江 富 良 野 線 富良野市字学田８９番１地先から同市字学田１４５番２地先まで 同
北 海 道 旭 川 土 木 現 業 所
道道 帯 広 新 得 線 河東郡音更町字下音更北５線西１８番１地先から同郡音更町字下音更北５線

西２２番１地先まで
平成２２．３．３０

北 海 道 帯 広 土 木 現 業 所
道道 幕 別 大 樹 線 中川郡幕別町字中里６９番１地先から同郡幕別町字中里５８番１地先まで 同
北 海 道 帯 広 土 木 現 業 所

中川郡幕別町字五位７４８番５地先から同郡幕別町字五位７０７番３地先まで 同
道道 本 別 士 幌 線 河東郡士幌町字士幌１６９番１２地先から同郡士幌町字下居辺西２線１３４番１２地

先まで
同

北 海 道 帯 広 土 木 現 業 所 午前１０時
道道 養老牛計根別停車場線 標津郡中標津町字養老牛国有林根釧東部森林管理署４５４林班か小班地先か

ら同郡中標津町字養老牛５４６番１地先まで
平成２２．３．２６

北 海 道 釧 路 土 木 現 業 所

北海道告示第２３７号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日か
ら２週間、一般の縦覧に供する。
平成２２年３月２６日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 道路の種類 道道
２ 道路の路線名、縦覧場所及び区域
路線名及び縦覧場所 区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
上 厚 真 苫 小 牧 線 苫小牧市字勇払１３２番１８地先から同市字勇

払１５１番１２９地先まで 前 ２７．５０�から ２３．３０� ――北海道室蘭土木現業所 ７３．００�まで

後 ２７．５０�から ２３．３０� ――７３．００�まで

中 愛 別 上 川 線 上川郡上川町字越路５９番１地から同郡上川
町字越路１０２番２地先まで 前 ２３．９７�から １９４．０７� ――北海道旭川土木現業所 ４０．１４�まで

前 ８．２３�から ２１８．８５� ――３２．４０�まで

後 ２３．９７�から １９４．０７� ――４０．１４�まで
麓郷山部停車場線 富良野市７２７８番１地先から同市７２７５番１地

先まで 前 １６．９２�から ６０９．４７� ――北海道旭川土木現業所 ２４．４１�まで

前 ２０．６９�から ６０８．６１� ――３０．６６�まで

後 ２０．６９�から ６０８．６１� ――３０．６６�まで
問寒別佐久停車場線 中川郡中川町字中川５３２番地先から同郡中

川町字琴平２２５番４地先（河川敷地）まで 前 １３．０２�から ３８１．４４� ――北海道旭川土木現業所 ３２．０４�まで

前 ８．５８�から ３９０．２２� ――３２．０４�まで

前 １３．５８�から ３７８．９０� ――３５．９６�まで

後 １３．５８�から ３７８．９０� ――３５．９６�まで

北海道告示第２３８号

昭和５６年北海道告示第６４９号（河川区域の指定）の一部を次のように改正する。
その関係図面は、北海道小�土木現業所に備え置いて縦覧に供する。
平成２２年３月２６日

北海道知事 高 橋 はるみ
表の１二級河川赤井川の項図面の欄中「第１号図から第４号図」を「第５号図から第７号
図」に改める。

北海道告示第２３９号

昭和５６年北海道告示第６５０号（河川予定地の指定）の一部を次のように改正する。
その関係図面は、北海道小�土木現業所に備え置いて縦覧に供する。
平成２２年３月２６日

北海道知事 高 橋 はるみ
表の１二級河川赤井川の項図面の欄中「第１号図から第４号図」を「第５号図から第７号
図」に改める。
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北海道告示第２４０号

河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により堤防と道路との兼用工作物の
管理の方法について協議が成立したので、同条第２項の規定に基づき、公示する。
その関係図書は、北海道札幌土木現業所に備え置いて縦覧に供する。
平成２２年３月２６日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 河 川 の 名 称 二級河川新川水系新川
� 河川管理施設の名称又は種類 左岸堤防
� 河 川 管 理 施 設 の 位 置 札幌市手稲区前田１０条１０丁目１０７番地先から同市西

区発寒１７条１４丁目１０８８番地先まで
� 管理を行う者の氏名及び住所 氏名 道路管理者 札幌市長 上田 文雄

住所 札幌市中央区北１条西２丁目
� 管 理 の 内 容
ア 道路専用施設（路面（路盤の部分を含む。）、路肩、道路の付属物その他のもっぱ
ら道路の管理上必要な施設又は工作物をいう。以下同じ。）の新設（道路の付属物に
係るものに限る。）、改築、維持又は修繕
イ 原則として道路専用施設に係る災害復旧

� 管 理 期 間 平成２２年３月２６日から道路の存続する日まで
２� 河 川 の 名 称 二級河川新川水系中の川
� 河川管理施設の名称又は種類 左右岸堤防
� 河 川 管 理 施 設 の 位 置 （左岸） 札幌市手稲区前田１０条１０丁目１０６番６地先

から同市手稲区前田９条９丁目１０１番３地先
まで

（右岸） 札幌市手稲区新発寒７条１１丁目１１６４番３地
先から同市手稲区新発寒７条１１丁目１１６４番６
地先まで

� 管理を行う者の氏名及び住所 氏名 道路管理者 札幌市長 上田 文雄
住所 札幌市中央区北１条西２丁目

� 管 理 の 内 容
ア 道路専用施設（路面（路盤の部分を含む。）、路肩、道路の付属物その他のもっぱ
ら道路の管理上必要な施設又は工作物をいう。以下同じ。）の新設（道路の付属物に
係るものに限る。）、改築、維持又は修繕
イ 原則として道路専用施設に係る災害復旧

� 管 理 期 間 平成２２年３月２６日から道路の存続する日まで

北海道告示第２４１号

河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（昭和４０年政令第１４号）第
４９条の規定により、次のとおり告示する。
その関係図面は、北海道小�土木現業所に備え置いて縦覧に供する。
平成２２年３月２６日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 河 川 の 名 称 二級河川余市川水系赤井川
２ 廃川敷地等が生じた年月日 平成２２年３月２６日
３ 廃 川 敷 地 等 の 位 置 右岸 余市郡赤井川村字赤井川８９番３地先から同２８８

番１地先まで、同２８８番１地先から同２７７番１２地先
まで、同２７７番１２地先から同４４１番８地先まで

４ 廃川敷地等の種類及び数量 土地 １２，２１２．３３�

北海道告示第２４２号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の規
定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区域に指定する。
その関係図面は、北海道建設部土木局砂防災害課及び北海道室蘭土木現業所に備え置いて
縦覧に供する。
平成２２年３月２６日

北海道知事 高 橋 はるみ
浦河旭町２地区急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱２０号までを順次結んだ線及び標柱１号と
標柱２０号とを結んだ線によって囲まれた区域
郡 町 字 地番 標柱番号
浦河郡 浦河町 旭町 ３９番 １
同 同 同 同 ２
同 同 同 ４０番 ３
同 同 同 ４５番 ４
同 同 同 同 ５
同 同 同 ４３番 ６
同 同 同 同 ７
同 同 大通５丁目 ９９番１ ８
同 同 同 同 ９
同 同 旭町 ４２番１ １０
同 同 同 同 １１
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浦河郡 浦河町 旭町 ４２番１ １２
同 同 同 ４３番 １３
同 同 同 同 １４
同 同 同 ４２番１ １５
同 同 同 同 １６
同 同 同 ４１番１ １７
同 同 同 同 １８
同 同 同 同 １９
同 同 同 同 ２０

北海道告示第２４３号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７
号）第６条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。
平成２２年３月２６日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 土砂災害警戒区域の箇所番号

奥輪西第４沢川（�－３３－０２００）
� 土砂災害警戒区域の表示
室蘭市本輪西町５丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

２� 土砂災害警戒区域の箇所番号
奥輪西１の沢川（�－３３－０２１０）

� 土砂災害警戒区域の表示
室蘭市本輪西町５丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

３� 土砂災害警戒区域の箇所番号
スズキ沢川支流（�－２２－０１７０）

� 土砂災害警戒区域の表示
松前郡松前町字荒谷（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

４� 土砂災害警戒区域の箇所番号
釧路貝塚２丁目３（�－９－１４－２７３５）

� 土砂災害警戒区域の表示
釧路市貝塚２丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

（「次の図」は省略し、その図面を関係土木現業所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２４４号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７
号）第６条第１項及び第８条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災
害特別警戒区域として指定する。
平成２２年３月２６日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

釧路千歳町（�－９－３７－２７５８）
� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
釧路市千歳町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

２� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
釧路春湖台４（�－９－３９－２７６０）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
釧路市春湖台（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

３� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
下寺の沢川（�－９３－１２００）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
釧路郡釧路町別保（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
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次の図のとおり
４� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

釧路町別保８丁目２（�－９－９５－２８１６）
� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
釧路郡釧路町別保（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

５� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
釧路町別保８丁目３（�－９－８３－２１７７）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
釧路郡釧路町別保（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

６� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
標茶開運７丁目１（�－９－６９－２１６３）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
川上郡標茶町開運７丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

７� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
標茶茅沼（�－９－７０－２１６４）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
川上郡標茶町茅沼（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

８� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
茅沼沢川（�－９２－０２００）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
川上郡標茶町茅沼（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

９� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
根室花咲（�－９－１５１－２８７２）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
根室市花咲（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１０� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
羅臼栄町３（�－９－１９３－２９１４）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
目梨郡羅臼町栄町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１１� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
登別千歳町１（�－３－４９－１６８９）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
登別市千歳町６丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１２� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
登別千歳町２（�－３－５０－１６９０）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
登別市千歳町６丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
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急傾斜地の崩壊
� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１３� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
登別常盤町４丁目１（�－３－５２－１６９２）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
登別市常盤町４丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１４� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
登別常盤町４丁目２（�－３－５３－１６９３）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
登別市常盤町４丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１５� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
登別青葉町（�－３－５８－１６９８）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
登別市青葉町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１６� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭本輪西町５丁目５（�－３－２６８－１９０８）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市本輪西町５丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１７� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭本輪西町５丁目６（�－３－２６９－１９０９）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市本輪西町５丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１８� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭本輪西町５丁目７（�－３－２７０－１９１０）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市本輪西町５丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１９� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭本輪西町５丁目８（�－３－２７１－１９１１）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市本輪西町５丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

２０� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭本輪西町５丁目９（�－３－２７２－１９１２）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市本輪西町５丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

２１� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭本輪西町５丁目１２（�－３－２７５－１９１５）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
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室蘭市本輪西町５丁目（次の図のとおり）
� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

２２� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭本輪西町４丁目１（�－３－２７７－１９１７）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市本輪西町４丁目、５丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

２３� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭本輪西町５丁目３（�－３－３５１－２３８０）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市本輪西町５丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

２４� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
本輪西川３号沢川（�－３３－０２５０）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市本輪西町４丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

２５� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
浦河旭町２（�－３－４４１－２０８１）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
浦河郡浦河町旭町、大通５丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

２６� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
松前白神６（�－２－２７１－１３０９）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
松前郡松前町字白神（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

２７� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
松前白神７（�－２－１７５－９５８）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
松前郡松前町字白神（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

２８� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
白神川支流沢（�－２２－０１８０）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
松前郡松前町字白神（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

２９� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
松前荒谷２（�－２－１７６－９５９）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
松前郡松前町字荒谷（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

３０� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
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松前荒谷３（�－２－１７７－９６０）
� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
松前郡松前町字荒谷（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

３１� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
松前荒谷４（�－２－２７６－１３１４）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
松前郡松前町字荒谷（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

３２� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
松前荒谷５（�－２－２７７－１３１５）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
松前郡松前町字荒谷（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

３３� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
松前荒谷６（�－２－１７８－９６１）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
松前郡松前町字荒谷（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

３４� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
釧路材木町１（�－９－１７－２７３８）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
釧路市材木町１（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

３５� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
釧路貝塚２丁目１（�－９－１３－２７３４）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
釧路市貝塚２丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

３６� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
釧路緑ヶ丘・貝塚（�－９－１２－２７３３）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
釧路市緑ヶ岡・貝塚（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

３７� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
釧路貝塚２丁目４（�－９－１５－２７３６）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
釧路市貝塚２丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

３８� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
釧路貝塚２丁目５（�－９－１６－２７３７）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
釧路市貝塚２丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
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次の図のとおり
（「次の図」は省略し、その図面を関係土木現業所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２４５号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、次のとおり都市計画事
業の事業計画の変更を認可した。
平成２２年３月２６日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 施 行 者 の 名 称 札幌市
� 都市計画事業の種類及び名称 札幌圏都市計画道路事業（３・３・３号北３条通）
� 事 業 施 行 期 間 平成１２年４月７日から平成２５年３月３１日まで
� 事 業 地 （ 収 用 の 部 分 ） 変更なし
２� 施 行 者 の 名 称 札幌市
� 都市計画事業の種類及び名称 札幌圏都市計画道路事業（３・４・５７号手稲左股

通）
� 事 業 施 行 期 間 平成１２年４月２８日から平成２５年３月３１日まで
� 事 業 地 （ 収 用 の 部 分 ） 変更なし
３� 施 行 者 の 名 称 札幌市
� 都市計画事業の種類及び名称 札幌圏都市計画道路事業（３・３・６号西５丁目・

�川通）
� 事 業 施 行 期 間 平成１２年４月７日から平成２６年３月３１日まで
� 事 業 地 （ 収 用 の 部 分 ） 変更なし

北海道告示第２４６号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２２年３月２６日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称及び数量
ア パーソナルコンピュータ ４台
イ パーソナルコンピュータ １台
ア及びイについては、それぞれの入札とする。

� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。

� 納 入 期 日 平成２２年６月１５日

� 納 入 場 所 入札説明書による。

� 電子入札に関する事項 この入札は、原則として、入札書その他の書類の提出を電

子入札システムを利用して行うこと。ただし、電子入札シス

テムにより難い場合は、事前の申込みにより、紙の手続によ

る参加を認める。

２ 入札に参加する者に必要な資格

次のいずれにも該当すること。

� 平成２１年北海道告示第８号又は平成２２年北海道告示第２３号に規定する物品の購入の資

格を有すること。

� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。

� 当該物品に関し、仕様を満たす製品の供給が可能であること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査

� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、ア及びイに定めると

ころにより、２の�に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申 請 の 時 期 平成２２年３月２６日午前９時から平成２２年４月２３日午後５時ま

で

ただし、紙により申請する場合で持参によるときは、北海道

出納局会計事務センターに平成２２年３月２６日から同年４月２３日

まで（日曜日及び土曜日を除く。）の毎日の午前９時から午後

５時までの間に、送付によるときは、郵便番号０６０－８５８８ 札

幌市中央区北３条西７丁目 北海道出納局会計事務センターに

同年４月２２日までに提出すること。

イ 申 請 の 方 法 北海道出納局会計事務センターの指示により作成した申請書

類を提出しなければならない。

� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

４ 契約条項を示す場所

北海道出納局会計事務センター

５ 入 札 書 の 提 出 等

� 入 札 開 始 日 時 平成２２年４月２８日午前９時

� 入札書提出締切日時 平成２２年５月７日午後３時

ただし、紙により提出する場合で、持参によるときは、次の

開札場所に開札予定日時に提出すること。送付によるときは、
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郵便番号０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西７丁目 北海道出
納局会計事務センターに平成２２年５月６日まで提出すること。

� 開 札 場 所 北海道出納局会計事務センター
� 開 札 予 定 日 時 平成２２年５月１０日午後３時
６ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�による。

７ 一連の調達契約に関する事項
� この契約による調達後において調達が予定される物品等の名称、数量及びその入札の
公告の時期
ア 名 称 及 び 数 量 パーソナルコンピュータの売買 １７３台
イ 予 定 時 期 平成２２年７月ころ

� この契約を含む一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告
平成２２年３月２３日付け北海道告示２２６号

８ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 電子入札システム上及び北海道出納局会計事務センター
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量１００グラムに見
合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。
また、北海道出納局会計事務センターのホームページ
（http : //www.pref.hokkaido.lg.jp/st/kjc/kjc２．htm）においてダウ
ンロードすることができる。

９ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成１６年北海道告示第４４８号の２の�のア及び３の�による。

１０ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、�、�から�まで及び�から�までによるほか、
次による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道出納局会計事務センター
� 所 在 地 郵便番号０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西７丁目

電話番号０１１－２０４－５０７６
１１ Summary

Ａ．Nature and quantity of the products to be procured :

ａ．Personal Computer 4

ｂ．Personal Computer 1

Ｂ．Bid tendering date and time : 3 : 00 P.M., May 10, 2010

(If mailed, bids must arrive no later than May 6, 2010)

Ｃ．Contact : Accounting Administration Center, Treasury Bureau, Hokkaido Government,

Nishi 7-Chome, Kita 3-jo, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido 060-8588 Japan

Phone : 011-204-5076

道 立 緑 ヶ 丘 病 院 告 示

北海道立緑ヶ丘病院告示第２０号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２２年３月２６日

北海道立緑ヶ丘病院長 東 端 憲 仁
１ 落札に係る特定役務の名称及び数量
北海道立緑ヶ丘病院庁舎清掃洗濯電話交換業務 一式

２ 落札を決定した日
平成２２年３月１１日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 東京美装北海道株式会社
� 住 所 札幌市中央区北３条西３丁目１番地
４ 落札金額
３９，９４２，０００円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２２年１月２２日付け北海道立緑ヶ丘病院告示第１号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道立緑ヶ丘病院庶務課
� 所在地 河東郡音更町緑が丘１番地

道教育委員会教育長告示

北海道教育委員会教育長告示第２２号

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項の規定により、一般競争入
札に参加する者に必要な資格を定めた。
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平成２２年３月２６日
北海道教育委員会教育長 � 橋 教 一

１ 資格及び調達をする特定役務の種類
平成２２年度において北海道教育委員会が締結しようとする�に定める契約に係る一般競
争入札に参加する者に必要な資格は、�に定めるものとし、当該契約により調達をする地
方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２
号）第２条第３項に規定する特定役務の種類は、�に定めるものとする。
� 契 約 平成２２年３月２６日に条件付一般競争入札の公告を行う北海道

公立学校校務システム構築のためのプログラム開発業務委託契
約

� 資 格 北海道公立学校校務システム構築のためのプログラム開発業
務委託契約に関する資格（以下「資格」という。）

� 特 定 役 務 の 種 類 北海道公立学校校務システム構築のためのプログラム開発業
務委託

２ 資 格 要 件
平成１６年北海道告示第４４７号の１の�、�、�及び�によるほか、次による。

� 単独法人とする。
� 平成２１年北海道告示第８号に規定する情報システムの開発の資格を有すること。
� 情報セキュリティマネジメント（ＩＳＭＳ）認証を受けていること、又はプライバ
シーマークの付与認定を受けていること。

３ 資 格 要 件 の 特 例
平成１６年北海道告示第４４７号の２による。

４ 資格審査の申請の時期及び方法
� 申 請 の 時 期 資格審査の申請は、平成２２年３月２９日（月）から同年４月２３

日（金）まで（日曜日及び土曜日を除く。）の毎日午前９時か
ら午後５時までの間に行わなければならない。

� 申 請 の 方 法 資格審査の申請は、次に掲げる申請書類の提出先に、当該提
出先の指示により作成した申請書類を提出することにより行わ
なければならない。

ア 提 出 先 の 名 称 北海道教育庁総務政策局教育政策課
イ 提出先の所在地 札幌市中央区北３条西７丁目

� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 資格審査の再申請並びに資格の有効期間及び当該期間の更新手続き並びに資格の喪失
平成１６年北海道告示第４４７号の３の�のアからウまで及び�、４の�及び�並びに５の

�による。

北海道教育委員会教育長告示第２３号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する協
定の適用を受ける。
平成２２年３月２６日

北海道教育委員会教育長 � 橋 教 一
１ 入札に付する事項
� 調達をする特定役務の名称及び数量
北海道公立学校校務システム構築のためのプログラム開発業務委託 一式

� 調達をする特定役務の仕様等 入札説明書による。
� 契 約 期 間 契約締結日から平成２３年３月３１日まで
� 納 入 場 所 入札説明書による。
２ 入札に参加する者に必要な資格
平成２２年北海道教育委員会教育長告示第２２号に規定する北海道公立学校校務システム構
築のためのプログラム開発業務委託契約の資格を有すること。
３ 契約条項を示す場所
北海道教育庁総務政策局教育政策課

４ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 札幌市中央区北３条西７丁目 道庁別館９階会議室（送付に

よる場合は、郵便番号０６０－８５４４ 札幌市中央区北３条西７丁
目 北海道教育庁総務政策局教育政策課）

� 入 札 日 時 平成２２年５月６日（木）午前１０時（送付による場合は、必
着）

� 開 札 場 所 �に同じ
� 開 札 日 時 �に同じ
５ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�及び�による。

６ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ３に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４版用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量５００グラムに見
合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
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契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。
また、電子メール送信による交付を希望する場合は、契約に
関する事務を担当する組織に電子メール（kyoiku.kyosei1@pref.

hokkaido.lg.jp）で申し込むこと。
なお、北海道教育庁総務政策局教育政策課のホームページ

（http : //www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksk/index.htm）におい
てダウンロードすることができる。

７ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成１６年北海道告示第４４８号の３の�によるほか次による。

� 入札の方法及び落札者の決定
この入札は、地方自治法施行令第１６７条の１０の２に規定する総合評価一般競争入札の
方法によるので、入札に参加しようとする者は、入札書の提出とあらかじめ契約の対象
となる役務の仕様書で指示している提案事項を記載した提案書を提出しなければならな
い。
また、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、同条第３項の規
定による落札者決定基準により、価格その他の条件が最も有利なものをもって入札をし
た者を落札者とする。
なお、開札において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者及びその
入札価格のみを発表することとするが、落札者は、落札者決定基準に基づき、入札価格
及び提案内容を評価の上、後日決定し、当該落札者及びその他の入札者に対し通知する。

� 落 札 者 決 定 基 準
落札者決定基準は、入札説明書による。

８ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、�、�から�まで及び�から�までによるほか、
次による。
� 入札説明の日時及び場所
ア 日 時 平成２２年３月３１日（水）午前１０時
イ 場 所 札幌市中央区北３条西７丁目 道庁別館９階会議室

� 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
ア 名 称 北海道教育庁総務政策局教育政策課
イ 所 在 地 郵便番号０６０－８５４４ 札幌市中央区北３条西７丁目

電話番号０１１－２０４－５７１９
９ Summary

Ａ．Nature and quantity of the services to be procured :

Commission for development of a data processing system for use in Hokkaido public

schools. 1 set

Ｂ．Bid tendering date and time : 10 : 00 A.M. May 6, 2010

Ｃ．Contact : Educational Policy Division, Bureau of Administration and Policy, Hokkaido

Board of Education

Address : Kita 3, Nishi 7, Chuo-ku, Sapporo 060-8544 Japan

Phone : 011-204-5719

道選挙管理委員会告示

北海道選挙管理委員会告示第２５号

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１９２条第１項の規定に基づき、平成２１年８月３０日執

行の衆議院小選挙区選出議員選挙に関し、候補者の出納責任者から提出のあった同法第１８９

条第１項の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨を別冊のとおり公表する。

その別冊は、北海道選挙管理委員会事務局及び各支所に備え置いて一般の閲覧に供する。

平成２２年３月２６日

北海道選挙管理委員会委員長 永 井 利 幸

道 公 安 委 員 会 規 則

道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２２年３月２６日

北海道公安委員会委員長 佐々木 亮 子

北海道公安委員会規則第３号

道路交通法施行細則の一部を改正する規則

道路交通法施行細則（昭和４７年北海道公安委員会規則第１１号）の一部を次のように改正す

る。

第７条第２項中「第４９条の２第５項」を「第４９条の５」に改める。

第２８条中「行う」を「、北見方面については北海道警察北見方面本部交通課長が行う」に

改め、同条の表４５０号の項を削る。

別表３体幹不自由の項中「第３項症」を「第４項症」に改め、同表乳幼児期以前の非進行

性の脳病変による運動機能障害移動機能の項障害の級別の欄を次のように改める。

１級及び２級

別表３に次のように加える。
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肝臓機能障害 １級から３級までの各級 特別項症から第３項症までの各
項症

別表４中
「
高速自動車国道
北海道縦貫自動車道函館名寄
線

二海郡八雲町立岩から上川郡剣淵町字剣淵まで

」
を
「
高速自動車国道
北海道縦貫自動車道函館名寄
線

二海郡八雲町東野から上川郡剣淵町字剣淵まで

」
に、
「
高速自動車国道
北海道縦貫自動車道黒松内釧
路線

勇払郡占冠村字上トマムから中川郡本別町共栄まで

」
を
「
高速自動車国道
北海道縦貫自動車道黒松内釧
路線

勇払郡占冠村字シムカプ原野から十勝郡浦幌町字栄穂
９０番１まで

」
に、
「
一般国道５号 函館市桔梗町から亀田郡七飯町字桜町まで

」
を
「
一般国道５号 函館市桔梗町から亀田郡七飯町字桜町まで

一般国道５号 寿都郡黒松内町字東川から寿都郡黒松内町字白井川ま
で

」
に、
「
一般国道３８号 白糠郡白糠町西１条南２丁目１番２８から釧路市北

大通６丁目２番１まで

一般国道３８号 釧路市北大通６丁目２番１から釧路市大町１番１

まで
」

を
「
一般国道３８号 白糠郡白糠町西１条南２丁目１番２８から釧路市大町１

番１まで
」

に、
「
一般国道３８号 �別市北５条東１丁目から�別市上�別町５０番３５

まで
」

を
「
一般国道３８号 �別市北５条東１丁目から�別市上�別町５０番３５まで

一般国道３８号 赤平市字豊里６６番１０から赤平市茂尻元町北６丁目４５番
１まで

」

に、
「
一般国道４０号 旭川市４条通６丁目３番１４１から上川郡比布町基線

７号４８０番６まで

一般国道４０号 上川郡比布町基線７号４８０番４から名寄市字徳田
２９４番１まで

一般国道４０号 名寄市字徳田２７８番７から名寄市字砺波２９６番１６ま
で

一般国道４０号 名寄市字砺波６８０番地１１から稚内市大黒２丁目９番
まで

一般国道４０号 稚内市大黒２丁目９番から稚内市中央２丁目１４４１
番１まで

一般国道４０号 名寄市字徳田２９４番１から名寄市字砺波２９６番６ま
で

一般国道４０号 名寄市字砺波２９６番６から名寄市字砺波６８０番１１ま
で

一般国道４０号 名寄市字砺波２９６番１６から名寄市字智恵文１９００番
１まで

」

を
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「
一般国道４０号 旭川市４条通６丁目３番１４１から稚内市中央２丁目１４４１

番１まで

一般国道４０号 名寄市字徳田２９４番１から中川郡美深町字美深６６６番１０
まで

一般国道４０号 名寄市字砺波２９６番６から名寄市字砺波６８０番１１まで
」

に、
「
一般国道４０号 天塩郡豊富町上サロベツ５７４番１から天塩郡豊富

町上サロベツ５５３７番１まで
」

を
「
一般国道４０号 天塩郡幌延町元町５１番１から天塩郡豊富町上サロベツ

５５３７番１まで
」

に、
「
一般国道２２８号 函館市石川町４３４番７から北斗市中野通まで

」
を
「
一般国道２２８号 函館市石川町４３４番７から北斗市柳沢３３まで

」
に、
「
一般国道３３３号 上川郡上川町字上越７５林班わ小班から北見市仁頃

町２３９番１まで

一般国道３３３号 北見市仁頃町１８０番から北見市端野町二区５３４番９
まで

」
を
「
一般国道３３３号 上川郡上川町字上越７５林班わ小班から北見市端野町二

区５３４番９まで
」

に、
「
一般国道３３７号 夕張郡長沼町南長沼東３南７から江別市美原１１４１

番２まで
」

を

「
一般国道３３７号 夕張郡長沼町南長沼東３南７から江別市美原４５４番４

まで
」

に、
「
一般国道４５０号 上川郡上川町字上越７６林班り小班から紋別郡遠軽

町白滝１３９番３まで

一般国道４５０号 上川郡比布町北８線１２号２３５６番７から上川郡上川
町天幕まで

一般国道４５０号 紋別郡遠軽町旧白滝から紋別郡遠軽町丸瀬布南丸
まで

」
を
「
一般国道４５０号 上川郡比布町北８線１２号２３５６番７から紋別郡遠軽町丸

瀬布南丸まで
」

に、
「
一般国道４５２号 �別市北４条東１丁目１２番３から�別市本町７４９

番地まで
」

を
「
一般国道４５２号 �別市北４条東１丁目１２番３から�別市旭町１４２番１４

まで

一般国道４５２号 �別市北１条東１丁目１７番から�別市本町１４番２まで
」

に、
「
道道 中札内インター線 河西郡中札内村大通北１丁目１９番１地先から河西郡中

札内村協和東３線２４８番９地先まで
」

を
「
道道 中札内インター線 河西郡中札内村大通北１丁目１９番１地先から河西郡中

札内村協和東３線２４８番９地先まで

道道 落部インター線 二海郡八雲町東野２５８番地先から二海郡八雲町東野８３５
番２地先まで

道道 占冠インター線 勇払郡占冠村字シムカプ原野４８番５地先から勇払郡占

」
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冠村字シムカプ原野４８番２地先まで
」

に改める。
別記様式第３号の２中
「

視覚 聴覚 平衡機能 上肢 下肢
体幹 脳原性運動機能（ 上肢・移動 ）
心臓 腎臓 呼吸器 膀胱又は直腸
小腸 免疫 療育（Ａ） 精神（１級）

等 級

級

」

を

「
視覚 聴覚 平衡機能 上肢 下肢
体幹 脳原性運動機能（ 上肢・移動 ）
心臓 じん臓 呼吸器 ぼうこう又は直腸
小腸 免疫 肝臓 療育（Ａ） 精神（１級）

等級

級

」

に改める。

附則に次の３項を加える。
７ 第２８条の規定により北海道警察北見方面本部交通課長が行う事務は、同条の規定にかか
わらず、平成２２年３月３１日までの間は北海道警察旭川方面本部交通課高速道路交通警察隊
長が行うものとし、同年４月１日から当分の間は北海道警察本部旭川方面本部旭川機動警
察隊高速道路交通警察隊長が行うものとする。ただし、緊急を要するためやむを得ないと
認めるときは、この限りでない。
８ 第２８条の規定により北海道警察函館方面本部交通課長が行う事務は、同条の規定にかか
わらず、当分の間、北海道警察本部交通部高速道路交通警察隊長が行うものとする。ただ
し、緊急を要するためやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
９ 第２８条の規定により北海道警察旭川方面本部旭川機動警察隊高速道路交通警察隊長が行
う事務のうち、高速自動車国道北海道横断自動車道黒松内釧路線に係るものは、同条の規
定にかかわらず、当分の間、北海道警察釧路方面本部十勝機動警察隊高速道路交通警察隊
長が行うものとする。ただし、緊急を要するためやむを得ないと認めるときは、この限り
でない。
附 則

（施行期日）
１ この規則は平成２２年４月１日から施行する。ただし、第２８条の改正規定及び附則に３項
を加える改正規定（附則第７項に係る部分に限る。）は同年３月２８日から、第７条第２項
の改正規定は同年４月１９日から施行する。
（道路交通法施行細則の一部を改正する規則の一部改正）
２ 道路交通法施行細則の一部を改正する規則（平成元年北海道公安委員会規則第７号）の
一部を次のように改正する。

附則第３項を削る。
３ 道路交通法施行細則の一部を改正する規則（平成１９年北海道公安委員会規則第１８号）の
一部を次のように改正する。
附則第２項を削る。
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